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 食品、添加物、器具及び容器包装（以下「食品等」という。）の安全性を確保し、飲食に起因す

る危害を防止するため、「食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）」、「と畜場法（昭和 28年法律第

114号）」、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第 70号）」及び「食

品表示法（平成 25 年法律第 70 号）」に係る県が行う監視指導等の事業について、食品衛生法第

24条に基づき、令和８年度山形県食品衛生監視指導計画を策定します。 

 この計画は、本県の食品衛生を取り巻く実情を踏まえ、広く県民の意見を募集し策定するもの

であり、「やまがた食の安全・安心アクションプラン(第７期)（令和７年～令和 10年）」における

食品衛生に関する施策を効果的かつ効率的に推進するための実施計画としても位置付けています。 

 

 

 １ 実施期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月 31日までの１年間 

 ２ 対象区域 

   山形市を除く山形県内全域  ※山形市では別途計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

食品衛生法第 24条（抜粋） 

  都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以

下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。 

② 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 

 二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項 

 三 監視指導の実施に当たつての国、他の都道府県等その他関係機関との連携協力の確保に関する事項 

 四 その他監視指導の実施のために必要な事項 

 

 

第１ 趣 旨 

第２ 計画の期間及び対象区域 
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  防災くらし安心部食品安全衛生課、各保健所、各食肉衛生検査所、衛生研究所、各総合支庁

農業振興課は、以下の役割分担により監視指導計画に基づく各事業を実施する。 

 

公所・課名 業 務 内 容 

食品安全衛生課 

ア 監視指導計画等施策の策定・公表 

イ 食品衛生及び食品の安全性に関する情報提供、意見交換の推進 

ウ 行政処分等の公表 

エ 関係部局及び他都道府県、国等との連絡調整 

オ 食品衛生検査施設の信頼性確保 

保健所 

 

(県内４か所) 

村山保健所 

最上保健所 

置賜保健所 

庄内保健所 

 

生活衛生 

課(室) 

ア  営業許可施設・給食施設・認定小規模食鳥処理場 1等の監視指

導 

イ 食品衛生検査の検体採取 

ウ 違反食品、苦情食品に係る調査・指導・食品検査の検体採取 

エ 食中毒（疑いを含む。）に係る調査・指導・検体採取 

オ 食品表示法に基づく、衛生事項の立入調査・指導等の実施 

カ 県民への食品衛生及び食品の安全性に関する情報提供 

キ 食品等事業者及び消費者への衛生講習会の実施 

ク 食品等事業者が実施する衛生管理の推進 

ケ 自ら行う事業についての県民への情報提供 

検査課

(室) 

ア 食品衛生検査の実施 

イ 違反食品、苦情食品及び食中毒（疑いを含む。）に係る検査 

食肉衛生検査所 

 

（県内２か所） 

置賜食肉衛生検査所 

庄内食肉衛生検査所 

ア と畜検査 2の実施 

イ と畜場及びと畜場に付設された食肉処理施設の事業者が実施

する衛生管理の妥当性の検証及び技術的指導 

ウ 特定危険部位の除去に関する監視指導（ＢＳＥ（ＴＳＥ3）対策） 

エ 残留有害物質（動物用医薬品）検査 

オ 生産者、家畜保健衛生所等への疾病情報の提供 

カ 自ら行う事業についての県民への情報提供 

衛生研究所 

微生物部 
ア 食品に係る細菌検査（菌株精査等） 

イ 食中毒（疑いを含む。）に係るウイルス、細菌検査(菌株精査等) 

理化学部 

ア 食品に係る残留農薬、残留有害物質(動物用医薬品等)の検査 

イ 違反食品、苦情食品及び食中毒（疑いを含む。）に係る理化学検 

 査 

ウ 放射性物質の検査 

各総合支庁 農業振興課 ア 食品表示法に基づく、品質事項の立入調査・指導等の実施 

 

第３ 監視指導体制等に関する事項 

１ 監視指導の実施体制 
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 (1) 都道府県等の区域を越えて広域的に流通する食品及び国内に流通する輸入食品に係る違反

情報を入手した場合には、厚生労働省及び他の都道府県等の食品衛生担当部局と連携し必

要な対策を講じます。 

また、複数の自治体が関係する広域的な食中毒事案（疑いを含む。）発生時には、広域連携

協議会 4により、関係機関等と緊密に連携し、被害の拡大防止を図ります。 

   さらに、食品等事業者から、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に係る食品の

輸出に関する相談があった際は、輸出施設の認定から輸出証明書の発行まで丁寧な助言・

指導を行い、厚生労働省と連携して円滑な対応を図ります。 

 (2) 県が行うリスクコミュニケーションについては食品安全委員会・厚生労働省・東北厚生局、

農林水産省・東北農政局、消費者庁等との連携を図ります。 

 (3) 不適正表示食品等に係る健康被害の発生など重大な事例が発生した場合には、厚生労働省、

消費者庁及び他の都道府県等の食品衛生担当部局と連携し必要な対策を講じます。 

 (4) 山形市（中核市）と連絡体制を確保し、県内の食品等事業者に対する監視指導について連

携して適切に対応するとともに、引き続き支援を行っていきます。 

 

 

 (1) 食品に残留する農薬や動物用医薬品等について検査を実施し、農林水産部局と検査結果を

情報共有することで、基準値超過事案に対し、連携して対応します。 

 (2) 赤痢、腸管出血性大腸菌Ｏ157、ノロウイルスなどによる感染症患者が発生した場合は、健

康福祉部局と情報の共有、共同の調査・指導等連携体制を確保し、拡大、再発防止を図りま

す。 

 (3) 食品の表示に係る監視指導については、食品表示法、不当景品類及び不当表示防止法、健

康増進法等を所管する関係課と情報を共有し、共同で調査を行う等連携体制を確保します。 

(4) 食の安全・安心に関する施策の調整及び総合的な推進や緊急事態の対応については、食の

安全に関わる関係各課からなる「食の安全関係課長会議」を開催し、関係各部間の連携を

図ります。 

２ 関係省庁及び他の都道府県等の食品衛生担当部局との連携確保 

３ 県関係部局間の連携の確保 
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(1) 監視指導に関する方針 

  ア 大規模な食中毒の発生を防止するため、大量調理施設の監視指導を強化するほか、保健

所ごとに地域の実情に応じて、食品等事業者に対し、衛生管理に関する監視指導を行いま

す。（別表１ 立入検査年間予定回数 P９） 

  イ 食肉を原因とするカンピロバクターや発症すると重症化するおそれのある腸管出血性

大腸菌などについて、食肉取扱施設に対し、それぞれの原因物質及び食肉の提供方法に応

じた対策を徹底するよう指導を行います。 

    野生鳥獣肉の解体を行う食肉処理施設に対して、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針

（ガイドライン）」（平成 26年 11月 24日付け厚労省通知、最終改正：令和５年６月 26日）に基づき処

理を行うことに加えて、十分な加熱が必要である旨の表示又は伝達をして提供するよう、

監視指導を行います（別表１ 立入検査年間予定回数 Ｐ９）。 

ウ 食品の流通量が増加する時期や食中毒が多発する時期等に監視強化月間を設け、重点的

かつ効率的な監視指導を行います。（別表２ 監視強化月間 P９） 

  エ 発生件数が多いアニサキス（寄生虫）やノロウイルスによる食中毒について、それぞれ

の原因物質に応じた対策を徹底するよう食品等事業者に指導します。 

  オ 健康食品による健康被害を防止するため、機能性表示食品 5 を含む「いわゆる健康食品
6」の製造状況の把握を行い、衛生管理状況の確認のほか健康被害情報を探知した際の対応

を徹底するよう製造業者等の監視指導を行います。 

  カ 令和２年６月１日から施行された器具・容器包装のポジティブリスト制度 7 の適用につ

いて、器具・容器包装製造業者に対し、ポジティブリストへの適合性や製造管理規範（Ｇ

МＰ）８の遵守状況について確認及び監視指導を行います。 

(2) 県民・食品等事業者への啓発 

  ア 有毒植物や毒きのこによる食中毒の未然防止を図るためシーズン前から、又、ノロウイ

ルス、食肉によるカンピロバクター、寄生虫による食中毒の未然防止のため年間を通して、

県民に対する正しい知識の普及啓発及び注意喚起を積極的かつ効果的に行います。 

イ 公益社団法人山形県食品衛生協会９（以下「山形県食品衛生協会」という。）と連携し、

食中毒予防キャラバンと講習会の実施等、食中毒防止に係る情報提供に努めます。 

 

 
(1) 食品等事業者の規模や事業実態に応じたＨＡＣＣＰに沿った衛生管理 11の指導を行ってい

くことで自主的な運用の定着を図ります。特に小規模事業者に対するきめ細やかな技術的

助言を行います。 

(2) 食品衛生監視票を用いて、県内の食品等事業者の定着状況を詳細に把握することによって、

第４ 監視指導や食品検査等に関する取組 

■ 重点取組 

１ 食中毒予防のための食品等事業者に対する監視指導と県民への啓発 

２ ＨＡＣＣＰ（ハサップ）10に沿った衛生管理の徹底のための指導 
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取組が進んでいない食品等事業者に対し追加の技術的支援や食品衛生に関する情報提供及

び訪問等による助言・指導を行います。 

(3) 山形県食品衛生協会や関係機関と連携し、食品衛生指導員 12が行う食品等事業者への巡回

指導をより充実させ、又、講習会を活用した啓発を実施し、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

の取組を推進します。 

 

 

(1) 食品等事業者が食品表示制度を遵守するよう、関係機関等と連携し監視指導を行います。

特に令和８年度にアレルギー表示として義務化が予定されている「カシューナッツ」やア

レルギー表示推奨品目として追加が予定されている「ピスタチオ」の表示など、アレルギ

ーに関する表示が必要な食品について監視指導を強化します。又、機能性表示食品に関し、

容器包装上の表示方法が見直されたことから、引き続きこれら食品表示基準の内容の周知

及び適正表示の徹底を図ります。 

(2) 山形県食品衛生協会が開催する食品適正表示推進者 13養成講習会を支援します。 

(3) 食品安全モニター14、適正表示ボランティア 15や食品表示 110番 16を通して、消費者から情

報を収集し、必要に応じて事業者に適正な表示方法について助言・指導を行います。消費

者の質問等に対応し、表示制度に係る知識の普及に努めます。 

(4) 食品表示に対する理解を深めるため、食品等事業者や消費者の求めに応じ、食品表示に係

る研修会（出張セミナー）等に職員を派遣し、周知を図ります。  

 

 

 

 (1) と畜検査・監視指導の方針 

  ア 食肉の安全性を確保するため、と畜場に搬入される獣畜（牛、馬、豚、めん羊及び山羊)

全頭に対し、と畜検査を実施します。 

イ と畜業者が実施しているＨＡＣＣＰに基づく衛生管理 17を検証します。また、輸出食肉

については、関係機関と連携し、輸出先の基準を遵守するように監視指導を行います。（別

表１ 立入検査年間予定回数 P９） 

ウ と畜場の衛生管理責任者や作業衛生責任者へ技術的な指導を行うとともに、研修会の開

催によりＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の取組を支援します。 

エ 食肉の動物用医薬品の残留検査等を実施します。 

(2) 牛、めん羊及び山羊の食肉の安全確保 

異常姿勢、異常歩様、起立不能等の特定症状を呈する牛、めん羊及び山羊のＢＳＥ（Ｔ

ＳＥ）検査体制の確保と、牛の特定危険部位（全月齢の扁桃及び回腸遠位部等）及びめん

羊・山羊の特定危険部位（脾臓等）の除去並びに分別管理を徹底するよう監視指導を行い

ます。 

 

３ 適正な食品表示の確保と徹底 

■ その他の取組 

１ と畜検査の実施及びと畜場等に対する監視指導 
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 (3) と畜検査情報の還元 

と畜検査で得られた獣畜の疾病情報を家畜生産者等に還元し、家畜衛生管理等に役立て

てもらうことにより家畜の疾病の低減につなげ、食肉の安全確保を図ります。 

(4) 食鳥肉の安全対策 

認定小規模食鳥処理場に対して、処理の状況、施設の衛生管理、食鳥処理の事業の規制

及び食鳥検査に関する法律第 16 条第５項に基づく食鳥処理の際の確認について、監視指

導を行います。（別表１ 立入検査年間予定回数 P９） 

 

 

(1) 食品の検査等の方針 

県内で製造又は販売される食品（輸入食品を含む。）について、食品衛生法の規格基準が

適用される食品を中心に計画的に収去検査 18等を実施し、食品の安全確保を図ります。(別

表３ 重点的に検査する食品及び検査内容、別表４ 食品検査実施計画の概要 P10～11) 

(2) 食品検査の精度管理 

内部精度管理、外部精度管理、内部点検、検査機器の保守点検等を行い、食品衛生検査

施設の業務管理（ＧＬＰ）19を適正に実施することで、食品検査の信頼性を確保します。 

 

 

 (1) 夜間、休日にかかわらず、健康に被害を及ぼすおそれのある事案が発生した場合は、食品

等事業者が、速やかに保健所に通報するように周知するとともに通報の徹底を図ります。 

 (2) 食品等事業者に対し、自社製品による健康被害発生のおそれがある場合の速やかな食品リ

コールの実施と、食品リコールに着手した場合の食品衛生申請等システムによる届出を徹

底させ、被害の発生及び拡大防止対策に係る指導を行います。 

 (3) 健康被害事案発生の際に速やかな遡り調査が実施できるよう、食品等事業者に対し、原材

料の仕入れや製品の出荷等に係る記録とその適正な保存について指導するなど、加工食品

等のトレーサビリティシステム 20の確保に努めます。 

(4) 外食における食品ロス削減にあたっては、食品等事業者に対して、食品の衛生的な取り扱

いや持ち帰る際の留意事項について普及啓発や監視指導を実施していきます。 

 

 

(1) 食中毒発生時は、原因究明、被害拡大防止の観点から関係部局と連携をとりながら迅速か

つ的確な調査を実施し、必要な措置を講じます。 

(2) 初動調査においては、病原微生物のみならず化学物質等が病因物質である可能性を考慮し

て、速やかに調査を実施します。 

(3) 毒物劇物を原因とする食中毒（疑いを含む。）の発生に際しては、「毒劇物を原因とする食

中毒対策要領」（最終改正:令和５年６月１日付け防災くらし安心部長通知）に基づき迅速かつ的確に

対応します。 

２ 県内の流通食品の検査 

３ 食品等事業者における危機管理体制の充実 

４ 食中毒等健康被害発生時の対応 
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(4) 健康食品による健康被害情報を受理した際は、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬

品健康被害防止対応要領について」（令和６年８月 23 日付け厚労省通知、最終改正：令和８年１月５

日）に基づき的確に対応します。 

(5) 再発防止対策に資するため、病因物質に汚染又はそのおそれのある食品について、適切な

遡り調査を実施します。 

(6) 食中毒等健康被害の拡大防止の観点から、県民及び食品等事業者へ食中毒発生状況等につ

いて迅速に情報提供を行います。 

(7) 広域的な食中毒（疑いを含む。）事案発生時には、広域連携協議会等により連携体制を強化

します。 

 

 

(1) 違反している状況を発見した場合は、速やかに改善指導を行います。食品衛生法に違反す

る食品（以下「違反食品」という。）の場合は、原因の究明と再発防止を指導します。 

(2) 食品への異物混入等、健康被害が発生する可能性のある情報を入手した場合は、苦情主等

から発見の経緯を丁寧に聞き取るとともに、食品等事業者に原因の究明と再発防止を指導

します。 

(3) 収去検査の結果等により違反食品を発見した場合には、当該食品等が販売の用に供され、

又は営業上使用されないよう、廃棄、回収させる等の措置を速やかに講じるとともに、必

要に応じ、廃棄命令、回収命令、営業の禁止命令若しくは停止命令の処分を行います。 

(4) 違反について行政処分を行った場合、違反により健康被害が発生している場合又はそのお

それのある場合は公表を行います。悪質な違反事例については告発を行います。 

 

 

 

 

 (1) 生産者、食品等事業者、消費者等多くの県民が食の安全確保に関係した様々なテーマでリ

スクコミュニケーション（意見交換会）を開催し、関係者間の相互理解の促進に努めると

ともに県の施策に対する県民の意見を聴取します。 

 (2) 県民の意見を反映するため、生産者、食品等事業者、消費者及び学識経験者等から構成さ

れる｢山形県食の安全推進会議 21｣を開催し、県が実施する食の安全・安心に関する施策に

関し意見等を聴取し、幅広い分野の方々の意見を県の施策に反映します。 

 

 

 (1) 県民に、食の安全・安心に関する適切な情報を迅速に提供するため、市町村とのネットワ

ークの更なる活用や「食の安全ほっとインフォメーション事業 22」、県ホームページ、ＳＮ

Ｓやマスメディアなど様々な媒体を活用して、積極的な情報の提供に努めます。 

５ 監視指導及び収去検査等による違反発見時の対応 

第５ 食の安全に関する意見交換・情報の提供 

１ 意見交換・県民意見の反映 

２ 情報提供の推進 
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 (2) 食の安全・安心に関する県民からの相談に適切に応じるため、県の関係機関が設置する相

談窓口を公表し、窓口の活用を推進します。 

 

 

 

 

(1) 食品衛生監視員、と畜検査員の人材育成や資質向上のため、各種研修会へ計画的に派遣し

ます。 

(2) 監視指導のスキルアップを図るため、実践的な研修を実施します。 

 (3) 検査担当職員の食品安全行政の現状に対する理解や検査技術の向上のために、各種研修会

等への派遣に努めます。 

 

 

 

 (1) 地域の実情に応じた講習会を開催し、食品等事業者自らが実施する衛生管理を担う人材の

養成及び資質の向上を図ります。 

 (2) 食品衛生責任者に最新の知識を習得させるため、「山形県食品衛生責任者講習会実施要綱」

（最終改正：令和４年３月１日付け防災くらし安心部長通知）に基づき、指定団体である山形県食品

衛生協会が実施する食品衛生責任者の養成講習会及び実務講習会を支援します。 

 (3)「ふぐ処理者 26の認定基準について」（令和元年 10 月 31 日付け生食発第 1031 第６号）に基づき、

基準に沿ったふぐ処理者を認定します。 

 (4) 生食用牛肉を取り扱う施設には、生食用牛肉取扱者 27の配置が必要であることから、「山形

県生食用牛肉取扱要綱」（最終改正：令和６年３月 26日付け防災くらし安心部長通知）に基づき、生

食用牛肉の取り扱いを行おうとする者を対象とした講習会を実施し、生食用牛肉を取り扱

う専門的な知識を有する者を養成します。 

(5) 食品衛生指導員の資質向上に資するために、保健所の食品衛生監視員との連携強化を図る

とともに、山形県食品衛生協会が実施する食品衛生指導員研修会に講師を派遣するなど支

援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 食品衛生に係る人材育成・資質向上と衛生管理技術の向上 

１ 食品衛生監視員 23、と畜検査員 24等関係職員 

２ 食品衛生責任者 25等 
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別表１ 立入検査年間予定回数 

分類 目標監視回数 対 象 施 設 

１ １回/月 と畜場 

２ １回/年 

・ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を行っている施設（既にＨＡＣＣＰに基

づく衛生管理状況を確認した施設を除く。） 

・同一メニューを 300食/回又は 750食/日以上調理する旅館・ホテル、

仕出し、弁当調製、給食施設（届出施設を含む。） 

・乳処理施設 

・と畜場付設及び野生鳥獣の解体を行う食肉処理施設 

・認定小規模食鳥処理場 

・前年度に食中毒事件を起こした施設 

・前年度に食品衛生法違反である食品を製造した施設 

・保健所が必要と認める食品取扱施設 

３ １回/２年 

・上記２以外の旅館・ホテル、仕出し、弁当調製、給食施設（届出施設

を含む。） 

・大量又は多品目の食品を取り扱う大型小売店、産直、道の駅等（届出

施設を含む。） 

・保健所が必要と認める食品取扱施設 

４ 
営業許可 

更新時 
上記以外の営業許可施設 

 

 

別表２ 監視強化月間 

名 称 期間 取組内容 

夏期食品等 

監視強化月間 
７月 

細菌性食中毒の発生リスクが増加する夏期に、食中毒防止のため

食肉を提供する飲食店など食中毒の原因となりやすい食肉等食品

を取り扱う施設に対し監視指導を強化するとともに、県民に対し注

意喚起を行います。 

食肉衛生月間 ９月 
食肉の安全性を確保するため、食肉輸送車、食肉処理・販売施設、

生食用食肉を取り扱う飲食店に対する監視指導を強化します。 

きのこ食中毒 

予防月間 
10月 

毒きのこによる食中毒を防止するため、県民に対して注意喚起を

行うとともに、天然きのこを取り扱う施設に対する監視指導を強化

します。 

食品適正表示 

推進月間 
11月 

食品の適正表示を推進するため、食品製造・販売施設に対する監

視指導を強化するとともに、各施設の表示担当者、消費者に対する

研修会を開催します。 

年末食品等 

監視強化月間 
12月 

食品流通量が増加する年末に、不適正な食品の流通を防止するた

め、食品製造施設、量販店等に対する監視指導を強化します。また、

ノロウイルスによる食中毒の発生防止を重点に監視指導を強化す

るとともに、県民に対し注意喚起を行います。 
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別表３ 重点的に検査する食品及び検査内容 

検査の区分 食  品 検査内容 

残留農薬に関する

検査 

県内に流通する主要な農産物（国

外産を含む。）・冷凍加工野菜 
農薬 

残留動物用医薬品

等に関する検査 

県内で生産される食肉・食鳥肉、生

乳、養殖魚、鶏卵等の畜水産食品 

抗生物質、合成抗菌剤、内部寄生虫

用剤等 

食品衛生法に基づ

く成分規格及び衛

生管理の確認に関

する検査 

県内で製造又は販売される食品

（輸入食品を含む。） 

細菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ、

大腸菌(E.coli)、シアン化合物、重

金属等 

牛乳等については、比重、酸度、乳

脂肪分、無脂乳固形分 

食品添加物に関す

る検査 
県内で製造又は販売される食品 着色料、保存料、発色剤、甘味料等 

放射性物質に関す

る検査 
県内に流通する農水産物 放射性セシウム、放射性ヨウ素 

 

 

別表４ 食品検査実施計画の概要 

１ 収去検査 

食品区分 検査内容 

検体数 

保健所 
衛生研

究所 

食肉衛生

検査所 
計 

①畜産食品 

 食肉、鶏卵、生乳等 

・食品の成分規格(残留動物用医薬品) 

・食品の成分規格(細菌数、大腸菌群等) 

・生食用食肉の成分規格 

3 31 142 176 

②畜産加工品 

 食肉製品、牛乳等 

・食品添加物の使用基準 

・食品の成分規格(細菌数、大腸菌群等) 

・乳等の成分規格 

31 0 0 31 

③水産食品 

 魚類、貝類、甲殻類 

（エビ、カニ）等 

・食品の成分規格(残留動物用医薬品) 

・食品の成分規格(細菌数、腸炎ビブリオ

等) 

23 6 0 29 

④水産加工食品 

 魚類加工品（調味製品、

練り製品、冷凍品等）、鯨

肉加工品、魚卵加工品等 

・食品添加物の使用基準 

・食品の成分規格(細菌数、大腸菌群等) 
12 0 0 12 

⑤農産食品 

 野菜、果物等   
・食品の成分規格(残留農薬) 0 64 0 64 
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⑥農産加工食品 

 漬物、めん類、みそ、醤

油、冷凍加工野菜等   

・食品添加物の使用基準 

・食品の成分規格(細菌数、大腸菌群、

残留農薬等) 

・その他衛生確認（細菌数、大腸菌群等) 

64 16 0 80 

⑦その他の食料品 

 そうざい、菓子類、レト

ルト食品、冷凍食品等 

・食品添加物の使用基準 

・食品の成分規格(細菌数、大腸菌群等) 

・その他衛生確認（細菌数、大腸菌群等) 

64 0 0 64 

⑧飲料 

 清涼飲料水、酒類等 

・食品添加物の使用基準 

・重金属等 

・食品の成分規格(細菌数、大腸菌群等)  

20 0 0 20 

合  計  217 117 142 476 

 

２ 食品中の放射性物質の検査(収去検査) 

検査対象 検査項目 検体数 

県内に流通する食品 放射性セシウム（Cs-134,137）、放射性ヨウ素（I-131） 12 
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食品群ごとのフードチェーン 28を通じた安全対策 

次の(1)から(5)の食品群ごとのフードチェーンの各段階における安全対策は、下表のとおりです。 

表中「推進」又は「徹底」とある事項は、食品等事業者が主体的に行うべき事項であり、その推進、徹底について

県の関係部局が指導を行い、確認を行う事項として掲げるものです。また、表中「実施」とあるのは県が行う事項を

示します。 

(1) 食肉、食鳥肉及び食肉製品 

家畜のとさつ及び解体、食鳥処理等 
製造、加工 

（食肉処理場、食肉製品製造業等） 貯蔵、運搬、調理及び販売施設 

・健康な獣畜のと畜場への搬入の

推進 

・獣畜の病歴を踏まえたと畜検査

の実施 

・枝肉の微生物検査による衛生的

な処理の検証の実施 

・と畜場及び認定小規模食鳥処理

場における動物用医薬品等の投与

歴を踏まえた残留有害物質検査の

実施 

・認定小規模食鳥処理場における

処理可能羽数の上限の遵守の徹底 

・狩猟しようとする又は狩猟した

野生鳥獣の異常の有無の確認の徹

底 

・食肉処理施設における解体前の

野生鳥獣及び解体後の野生鳥獣肉

等の異常の有無の確認の徹底 

・食肉処理施設における微生物汚

染の防止の徹底 

・製造又は加工に係る記録の作成

及び保存の推進 

・食品等事業者による原材料受入

れ時の動物用医薬品等の残留有

害物質検査の実施等による原材

料の安全性の確保の徹底 

・食肉処理施設で解体された野生

鳥獣肉の使用の徹底 

 

・枝肉及びカット肉の流通管

理(保存温度、衛生的な取扱

い等)の徹底 

・加熱調理の徹底 

・食肉処理施設で解体された

野生鳥獣肉の使用の徹底 

 

(2)  食鳥卵 

生産・採取 製造、加工 貯蔵、運搬、調理及び販売施設 

・鶏舎内の衛生管理の推進 

・食用不適卵の排除の徹底 

・採卵後の低温管理の徹底 

・動物用医薬品等の残留有害物質

の検査の実施 

・新鮮な正常卵の受入れの徹底 

・洗卵時及び割卵時の汚染防止の

徹底 

・製造又は加工に係る記録の作成

及び保存の推進 

・汚卵、軟卵及び破卵の選別等検

卵の徹底 

・低温保管等温度管理の徹底 

・破卵等の検卵の徹底 

 

 

 

【参考】 
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 (3) 乳及び乳製品 

生産・採取 製造、加工 貯蔵、運搬、調理及び販売施設 

・健康な獣畜からの搾乳の徹底及

び搾乳時における衛生確保(微生

物汚染防止等)の徹底 

・搾乳後の温度管理(腐敗及び微生

物増殖防止)の徹底 

・生乳についての動物用医薬品等

の残留有害物質検査の実施並びに

食品等事業者による出荷時検査の

推進 

・製造過程又は加工過程における

微生物汚染の防止の徹底 

・製造又は加工に係る記録の作成

及び保存の推進 

・食品等事業者による原材料受入

れ時の動物用医薬品等の残留有

害物質検査の実施等による原材

料の安全性の確保の徹底 

・食品等事業者による飲用乳につ

いての微生物等に係る出荷時検

査の徹底 

・流通管理(保存温度、衛生的

な取扱い等)の徹底 

 

(4) 水産食品(魚介類及び水産加工品) 

採取・水揚げ 製造、加工 貯蔵、運搬、調理及び販売施設 

・食品等事業者による二枚貝等

の貝毒等に関する検査の徹底 

・生食用かきの採捕海域の衛生

状況の確認の徹底 

・漁港等の水揚げ場における衛

生的な取扱いの徹底 

・有毒魚介類等の排除の徹底 

・養殖魚介類についての動物用

医薬品等の残留有害物質検査

の実施及び食品等事業者によ

る出荷時検査の推進 

・生食用鮮魚介類の衛生管理の徹底 

・製造過程又は加工過程における微

生物汚染の防止の徹底 

・製造又は加工に係る記録の作成及

び保存の推進 

・生食用かきの採捕海域等の適正表

示の徹底 

・ふぐの衛生的な処理の徹底 

・残留動物用医薬品、微生物

等の検査の実施 

・水産加工品の流通管理(保存

温度、衛生的な取扱い等)の

徹底 

・加熱を要する食品について

の加熱調理の徹底 

・有毒魚介類等の市場からの

排除の徹底 

 

 

(5) 野菜、果実、穀類、豆類、種実類、茶等及びこれらの加工品(有毒植物及びキノコ類を含む。) 

生産・採取 製造、加工 貯蔵、運搬、調理及び販売施設 

・生食用野菜、果実等につい

て、肥料等を通じた動物の糞

尿由来等の微生物汚染防止の

徹底 

・残留農薬検査の実施及び食

品等事業者による出荷時検査

の推進 

・穀類、豆類等の収穫時のか

び毒対策の推進 

・有毒植物等の採取禁止の徹

底 

・生食用野菜、果実等の衛生管理の徹

底 

・製造又は加工に係る記録の作成及び

保存の推進 

・食品等事業者による原材料受入れ時

の残留農薬検査の実施等による原材

料の安全性の確保の徹底 

・生食用野菜、果実等の洗浄

及び必要に応じた殺菌の徹底 

・残留農薬の検査の実施 

・穀類、豆類等の運搬時のか

び毒対策の推進 

・有毒植物等の市場からの排

除の徹底 

 

 

 

 



 

14 

 

【語句説明】 

 

１【認定小規模食鳥処理場】：「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に規定された、年間 30

万羽未満の食鳥（鶏、アヒル、七面鳥など）をとさつする施設をいいます。認定小規模食鳥処理場では、

食鳥処理衛生管理者が異常の有無の確認を行い、食用に適さない食鳥肉を排除しています。 

２【と畜検査】：安全な食肉を流通させるため、と畜場においてとさつされた獣畜（牛、馬、豚、めん羊、

山羊）全頭を獣医師であると畜検査員が疾病等の有無を検査することがと畜場法により義務付けられて

います。疾病等が認められた場合は廃棄などの措置がとられます。 

３【ＢＳＥ（ＴＳＥ）検査】：異常プリオンによって脳に特徴的な海綿状変性が認められる牛、めん羊及び

山羊の疾病を伝達性海綿状脳症（ＴＳＥ：Transmissible Spongiform Encephalopathy）と総称します。

ＴＳＥ検査は、と畜場における食肉の安全対策として、ＴＳＥにり患した牛、めん羊及び山羊に由来す

る肉等を排除するために実施する検査で、抗原抗体反応を利用した方法(エライザ法)で実施しています。

ＴＳＥのうち牛の伝達性海綿状脳症をＢＳＥ（Bovine Spongiform Encephalopathy）といいます。 

４【広域連携協議会】：平成 31年４月から運用しており、複数の自治体が関連する広域的な食中毒事案が

発生した場合等に、適切に情報共有や調査が行われるよう設置されます。厚生労働省地方厚生局の管轄

区域ごとに、国、区域内の都道府県及び保健所設置市で構成されます。 

５【機能性表示食品】：事業者の責任において、科学的根拠に基づいた、特定の保健の目的が期待できる（健

康の維持及び増進に役立つ）食品の機能性を表示することができる食品です。販売前に安全性及び機能

性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。 

６【いわゆる健康食品】：法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特

別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指し、保

健機能食品（機能性表示食品、栄養機能食品、特定保健用食品）を含みます。 

７【器具・容器包装のポジティブリスト制度】：食品用器具・容器包装の衛生規制について、原則使用を禁

止した上で、使用を認める物質を定め、安全が担保されたもののみ使用を認める制度です。 

８【製造管理規範（ＧМＰ）】：医薬品や化粧品、健康食品などの製造において、安全で高品質な製品を一

貫して製造するための「製造管理と品質管理の基準」です。 

９【公益社団法人山形県食品衛生協会】：食品関連事業者自身による自主管理体制を整備、推進し、飲食に

起因する食中毒等の発生防止を目的として、昭和 34年に設立、平成 24年４月に公益社団法人へ移行し、

公益社団法人日本食品衛生協会の会員になっています。組織は県内７つの地区食品衛生協会を会員とし、

その構成員数は約 11,000 名。主な事業は、食品衛生思想の普及啓発、食品関係営業施設への巡回指導、

食品衛生賠償共済等の加入促進、食品衛生責任者の養成講習会の開催、食品衛生優良施設等表彰などを

行っています。 

10【ＨＡＣＣＰ(ハサップ)】：製造における重要な工程を連続的に監視することによって、一つ一つの製品

の安全性を保証しようとする衛生管理手法であり、ＨＡ（危害要因分析）、ＣＣＰ(重要管理点)、ＣＬ(管

理基準)、モニタリング、改善措置、検証、記録の７原則から成り立っています。 

11【ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理】：全ての食品等事業者は、ＨＡＣＣＰの７原則に基づき衛生管理を行う

「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」、又は、取り扱う食品の特性等に応じて弾力的な運用による衛生管理を

行う「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」の何れかにより衛生管理を行うこととなります。 

「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」は、事業者団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書

を利用して、温度管理や手洗い等の手順を定め、簡便な記録を行うことを想定したもので、比較的容易

にＨＡＣＣＰに取り組めるようにしたものです。 

12【食品衛生指導員】：山形県食品衛生協会が実施する養成講習会を経て、会長から委嘱を受けた者で、協

会活動の中核として、食品衛生施設の巡回指導、営業許可申請手続きの相談指導、行政機関への協力な

どの業務をボランティア活動として行っています。 
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13【食品適正表示推進者】：食品表示について知識を有し、食品関連事業所において適正表示を推進します。

県では、食品適正表示推進者の食品関連事業所への設置を推進しています。県が指定する講習会（山形

県食品衛生協会が実施）を受講することにより食品適正表示推進者証が交付されます。 

14【食品安全モニター】：県民をモニターとして委嘱し、日常の買物の際などに食品表示をチェックし、そ

の結果を定期的に報告してもらい、その報告に基づき行政で食品販売店の表示指導を行うことにより食

品表示の適正化を推進するものです。 

15【適正表示ボランティア】：食品安全モニターの経験者を対象に募集・登録を行い、無償で食品安全モニ

ターと同様の活動を行っていただきます。 

16【食品表示 110番】：県民から食品の表示について広く苦情・相談や情報提供を受けるためのホットライ

ンです。食品安全衛生課及び各総合支庁農業振興課内に設置しています。 

17【ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理】：ＨＡＣＣＰの７原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料

や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行います。 

18【収去検査】：食品衛生法に基づき都道府県知事が食品衛生監視員に、食品の製造施設や販売施設から食

品等を無償で確保させ検査させることです。 

19【食品衛生検査施設の業務管理（ＧＬＰ）】：検査をするうえでの標準的な作業手順や検査の精度管理な

どを具体的に規定した施設･設備基準及び管理運営基準を定め、検査施設の信頼性を確保するシステム

です。 

20【トレーサビリティシステム】：食品の生産、加工、流通などの各段階で原材料の仕入れ元や食品の製造

元、販売先などを記録･保存し、食品とその情報とを追跡･遡り調査ができるようにすることで、食中毒

などの早期原因究明や問題のある食品の迅速な回収、適切な情報の提供などにより消費者の信頼を確保

します。  

21【山形県食の安全推進会議】：本県の食の安全・安心に関する取り組みを推進することを目的として、平

成 17年８月に設置されました。消費者、生産者、加工・流通業者及び学識経験者などを委員とし、食の

安全・安心に関する情報や意見の交換などを行うことにより、当面の課題や今後の方策等について協議

を行っています。 

22【食の安全ほっとインフォメーション事業】：スーパーマーケットなど食品販売事業者等の協力を得て、

食の安全・安心に関する情報を店舗内の見やすい場所に掲示してもらい、消費者に情報を提供する事業

です。 

23【食品衛生監視員】：食品衛生法に規定された職務及び食品衛生に関する指導を行う獣医師や薬剤師等の

技術公務員。食品の検査や食中毒調査、食品製造業や飲食店の監視・指導、教育を行います。 

24【と畜検査員】：と畜検査を行う公務員獣医師。細菌検査、残留有害物質（動物用医薬品）検査、ＢＳＥ

(ＴＳＥ)検査等の疾病検査を行います。 

25【食品衛生責任者】：食品衛生法施行規則に基づき、許可又は届出の必要な食品関係施設には食品衛生責

任者の選任が義務付けられています。食品衛生責任者は、営業者の指示に従い衛生管理に当たります。

また、施設の衛生管理について必要な注意を行います。 

26【ふぐ処理者】：ふぐの有毒部位を確実に除去できると都道府県知事が認める者です。 

27【生食用牛肉取扱者】：生食用食肉（牛肉）の規格基準において、生食用食肉の加工及び調理は、生食用

食肉の安全性確保に必要な知識を習得した者（＝生食用牛肉取扱者）が行わなければならないことと規

定されています。 

※ ただし、適切に加工処理された生食用食肉を仕入れ、調理のみを行う施設においては、その施設の食品

衛生責任者が生食用牛肉取扱者として認められます。 

28【フードチェーン】：食品やその材料が消費されるまでの一連の流れのことをいい、生産・加工・流通・

保管・販売の関係者が一体となって推進する取組です。 


